
・横浜市では、福祉のまちづくりの基本的な考え方である基本的人権の保障、生活者主

体の視点並びに市民、事業者及び行政による協働に加え、暮らす人だけでなく訪れる

人や勤める人も含め、横浜に関わる全ての人がお互いを尊重し、助け合う、人の優し

さにあふれたまちづくりを基本理念とし、市民、事業者及び行政が一体となって、次

世代につなげていくことができるまちを目指し、福祉のまちづくり条例を定めていま

す。

・条例の詳細につきましては下記の横浜市のＨＰをご確認ください。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/shidou/kenki/kenki/jourei/

barrierfree/
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⑤横浜市福祉のまちづくり条例について（平成24年12月28日公布）

（１）横浜市福祉のまちづくり条例とは

（２）当地区における対象施設（Ｐ74～Ｐ75参照）

横浜市の福祉のまちづくり条例で指定されている対象施設のうち、対象面積外のもの

も本ガイドラインにより、バリアフリー化の対象施設とします。

（戸建住宅は対象外です）

【対象施設】

P74～75に記載の赤枠・青枠で囲われている施設のうち対象面積外のもの。

→赤枠：300㎡未満も対象とする。青枠：1,000㎡未満も対象とする。

（３）バリアフリー化を行う敷地内の整備箇所

・P74-75の赤枠・青枠で囲われている施設のうち、敷地内の通路と出入口の整備
項目については、不特定多数の利用者が想定されるため、福祉のまちづくり条例
に基づいた整備を行うことを推奨とする。

【敷地内の通路】
表面を滑りにくい材料で仕上
げる、段がある部分及び踊り
場は手すりを設ける、勾配が
1/12を超える場合は手すり
を設ける。

【出入口】
幅は80cm以上とする、戸
を開閉する場合は自動的に
開閉する構造または、車椅
子利用者が容易に開閉して
通過できる構造とし、かつ
その前後に高低差がないこ
と。



17 公衆便所 全ての施設

300㎡以上

300㎡以上

対象の建物用途区分 対象面積

1 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署

2
老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

（認可外保育施設を除く。）

3
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他こ

れらに類するもの

4 病院

5 診療所（患者の収容施設があるものに限る。）

6 診療所（患者の収容施設がないものに限る。）

7 助産所

8 薬局

9 学校

10 自動車教習所その他これに類するもの

11 博物館、美術館又は図書館

18 認可外　　　保育施設

12 博物館類似施設その他これに類する施設

13
集会場（一の集会室の床面積が200㎡を超えるものに限る。）又は公

会堂

14 集会場（全ての集会室の床面積が200㎡以下のものに限る。） 全面積

全面積

全面積

全面積

全面積

全面積

全面積

全面積

全面積

全面積

全面積

全面積

全面積

全面積

全面積

全面積

19 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗（薬局を除く。）

15 銀行その他これに類するサービス業を営む店舗

16 理髪店その他これに類するサービス業を営む店舗

（戸建て住宅は対象外）
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■対象施設と対象面積一覧（37区分）

【対象施設】

赤枠・青枠で囲われている施設のうち対象面積外のもの。

→赤枠：300㎡未満も対象とする。青枠：1,000㎡未満も対象とする。



25 公衆浴場 1,000㎡以上

26 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設 1,000㎡以上

27 ホテル又は旅館 1,000㎡以上

28 ホテル又は旅館以外の宿泊施設 1,000㎡以上

29 展示場 1,000㎡以上

30 事務所 1,000㎡以上

31 工場 1,000㎡以上

32 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの 1,000㎡以上

33
自動車の停留又は駐車のための施設（一般公共の用に供されるものに

限る。）
1,000㎡以上

34 共同住宅 1,000㎡以上

35 寄宿舎 1,000㎡以上

37 複合施設 1,000㎡以上

300㎡以上

300㎡以上

300㎡以上

300㎡以上

300㎡以上

36 地下街

22 劇場、観覧場、映画館又は演芸場

23 遊技場

24

全面積

対象の建物用途区分 対象面積

キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類

するもの

20 飲食店

21
クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その他これらに類する

サービス業を営む店舗

※区分の23,24については地区計画で建物用途規制がかかっている施設のため建築不可。
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【対象施設】

赤枠・青枠で囲われている施設のうち対象面積外のもの。

→赤枠：300㎡未満も対象とする。青枠：1,000㎡未満も対象とする。


